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○石川県警察の警察嘱託医に関する訓令

昭和４７年１２月２７日

石川県警察本部訓令第４２号

改正 昭和49年４月１日警察本部訓令第３号

平成21年８月17日警察本部訓令第16号

平成25年３月26日警察本部訓令第４号

平成26年３月17日警察本部訓令第５号

石川県警察の警察嘱託医に関する訓令を次のように定める。

石川県警察の警察嘱託医に関する訓令

（趣旨）

第１条 この訓令は、警察署の嘱託医師（以下「警察医」という。）の嘱託および

運営について必要な事項を定めるものとする。

（嘱託する業務）

第２条 警察医に嘱託する業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 逮捕被疑者及び被保護者に対する診察、治療その他保健衛生に関すること。

(2) 死体の調査、検視などの立会いに関すること。

(3) 被疑者、被害者などの身体検査の立ち会いに関すること。

(4) その他警察署長が必要と認めること。

（嘱託）

第３条 石川県警察本部長（以下「本部長」という。）は、警察署長の上申により

警察医を嘱託するものとする。

２ 前項の嘱託期間は、１カ年とし、更新することができる。

３ 第１項の上申は、警察医推薦上申書（別記第１号様式）により行うものとする。

（解嘱）

第４条 本部長は、警察医が嘱託を辞退し、又は病気その他の事由により、嘱託し

た業務ができないと認められるときは、警察署長の上申により嘱託を解くものと

する。

（定数）

第５条 警察医の定数は、金沢中警察署、金沢東警察署及び金沢西警察署にあって

は、おおむね２人とし、その他の警察署にあってはおおむね１人とする。

（臨時の措置）

第６条 警察署長は、警察医が病気その他の事由により、嘱託した業務に応ずるこ

とができない場合は、臨時に他の医師に依頼することができる。

（嘱託報酬）

第７条 本部長は、警察医に対し、別に定める嘱託報酬を支給するものとする。

（名簿）

第８条 石川県警察本部刑事部捜査第一課長は、警察嘱託医名簿（別記第２号様式）
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を備えておかなければならない。

附 則

１ この訓令は、昭和４８年１月１日から施行する。

２ 石川県警察医嘱託手当支給規程（昭和３０年石川県警察本部訓令第１０号）は、

廃止する。

３ この訓令施行の際、現に警察医となっている者は、この訓令により嘱託された

ものとみなす。

附 則（昭和４９年４月１日警察本部訓令第３号）

この訓令は、昭和４９年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年８月１７日警察本部訓令第１６号）

この訓令は、平成２１年８月１７日から施行する。

附 則（平成２５年３月２６日警察本部訓令第４号）

この訓令は、平成２５年３月２６日から施行する。

附 則（平成２６年３月１７日警察本部訓令第５号）

この訓令は、平成２６年３月１７日から施行する。
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別記第１号様式(第３条)

年 月 日

石川県警察本部長 殿

所属長 印

警 察 医 推 薦 上 申 書

名 称 氏 名 年 齢 所 在 地 診 療 科 名

年 月 日

（ 年）

学 歴

（大学または専門

学校以上）

経歴および公職の

概要

推 薦 事 由

備 考
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別記第２号様式(第８条)

警 察 嘱 託 医 名 簿

氏 名

警察署別 本 籍 住 所 診 療 科 名 嘱 託 期 間 備 考

生 年 月 日


